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〇
経
済
産
業
省
令
第
百
五
十
三
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規

定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
代
理
権
の
証
明
）

第
五
条

法
定
代
理
権
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
手
続
を
す
る
者
の
代
理
人
の
代
理
権
又
は
代
表
者
で
あ
る
旨
は
、
書

面
を
も
つ
て
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
出
願
の
取
下
げ
、
条
約
第
四
条
\
@

の
規
定
に
よ
る
締
約
国
（
以
下

「
指
定
国
」
と
い
う
。）の
指
定
の
取
下
げ
又
は
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
取
下
げ

二

国
際
予
備
審
査
を
請
求
す
る
者
が
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
お
い
て
す
る
代
理
人
又
は
代
表
者
の
選
任
の
届

出

２

手
続
を
し
た
者
が
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
若
し
く
は
代
表
者
の
選
任
の
届
出
又
は
第
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
復
代
理
人
の
選
任
の
届
出
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
復
代
理
人
の
代
理
権

又
は
代
表
者
で
あ
る
旨
は
、
書
面
を
も
つ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
代
理
人
又
は
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
が
し
た
前
二
項
に
掲
げ
る
手
続
以
外
の
手

続
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
代
理
権
又
は
代
表
者
で
あ
る
旨
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
二
条
の
二
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
第
三
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
あ
て
名
」

の
下
に「（
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
日
本
国
民
等
で
あ
る
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の

あ
て
名
）」を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
発
明
者
証
、
実
用
証
、
実
用
新
案
、」を
削
り
、「
規
則
4.14
に
規
定
す
る
継
続
出

願
若
し
く
は
一
部
継
続
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
に
は
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
国
際
出
願
が
条

約
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
追
加
特
許
、
追
加
発
明
者
証
若
し
く
は
追
加
実
用
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
出
願
又
は
規

則
4.14
に
規
定
す
る
継
続
出
願
若
し
く
は
一
部
継
続
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、」

を
「
規
則
4.11
æ
B

に
規
定
す
る
継
続
出
願
若
し
く
は
一
部
継
続
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
に

は
そ
の
旨
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
八
号
を
同
条
第

七
号
と
す
る
。

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
書
面
に
す
る
出
願
人
の
押
印
又
は
署
名
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
願
人
が
二
人

以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
押
印
又
は
署
名
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
優
先
日
」
と
あ
る
の
は
「
条
約
第
二
条

に
規
定
す
る
優
先
日
（
以
下
「
優
先
日
」
と

い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
指
定
国
の
国
名
」
を
削
る
。

〔
省

令
〕

〇
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
経
済
産
業
一
五
三
）

J

〔
官
庁
報
告
〕

財

政

平
成
十
六
年
度
の
地
方
財
政
に
つ
い
て
の
意

見
（
総
務
省
）

L
R

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

M
M

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
特

定
計
量
器
型
式
承
認
、
公
認
会
計
士
等
の

登
録
及
び
登
録
抹
消
関
係

K
I
K

地
方
公
共
団
体

違
法
駐
車
車
両
保
管
、
行
旅
死
亡
人
、
車

両
保
管
公
示
関
係

会
社
そ
の
他

K
I
L

会
社
決
算
公
告

K
I
O

˜
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